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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース基板と、
　前記ベース基板の上または上方に形成された第１結晶層と、
　前記第１結晶層の上方に形成された第２結晶層と、
　前記第１結晶層と前記第２結晶層との間に形成された第３結晶層と、を有し、
　前記第１結晶層は、酸素原子およびシリコン原子からなる群より選択された少なくとも
１つの原子である第１原子と、アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第
２原子とを含む３－５族化合物半導体層であり、
　前記第２結晶層および前記第３結晶層は、３－５族化合物半導体層であり、
　前記第３結晶層は、前記第２原子を有し、
　前記第３結晶層に含まれる前記第２原子の総数が、前記第１結晶層に含まれる前記第２
原子の総数より少なく、
　前記第３結晶層は、空乏状態にある
　半導体基板。
【請求項２】
　前記第２原子が、Ｍｇ原子、Ｚｎ原子、Ｂｅ原子およびＣ原子からなる群より選択され
た少なくとも１つの原子である
　請求項１に記載の半導体基板。
【請求項３】
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　前記第２結晶層は、半導体能動素子の活性層として機能する
　請求項１または請求項２に記載の半導体基板。
【請求項４】
　前記第１結晶層、前記第２結晶層および前記第３結晶層が、３－５族窒化物半導体層で
ある
　請求項１から請求項３の何れか一項に記載の半導体基板。
【請求項５】
　前記ベース基板の上または上方に形成された阻害層を更に有し、
　前記阻害層は開口を有し、
　前記阻害層は結晶成長を阻害し、
　前記阻害層は前記第１原子を含み、
　前記第１結晶層は、前記開口に形成される
　請求項１から請求項４の何れか一項に記載の半導体基板。
【請求項６】
　前記阻害層が、酸化シリコン層、窒化シリコン層または酸窒化シリコン層である
　請求項５に記載の半導体基板。
【請求項７】
　ベース基板と、
　前記ベース基板の上または上方に形成された第１結晶層と、
　前記第１結晶層の上方に形成された第２結晶層と、
　前記第１結晶層と前記第２結晶層との間に形成された第３結晶層と、
　を有し、
　前記第１結晶層は、酸素原子およびシリコン原子からなる群より選択された少なくとも
１つの原子である第１原子と、アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第
２原子とを含む３－５族化合物半導体層であり、
　前記第２結晶層および前記第３結晶層は、３－５族化合物半導体層であり、
　前記第３結晶層は、前記第２原子を有し、
　前記第３結晶層に含まれる前記第２原子の総数が、前記第１結晶層に含まれる前記第２
原子の総数より少なく、
　前記第３結晶層は、空乏状態にあり、
　前記第２結晶層が活性層である
　半導体デバイス。
【請求項８】
　ベース基板の上または上方に、酸素原子およびシリコン原子からなる群より選択された
少なくとも１つの原子である第１原子を含み、結晶の成長を阻害する阻害層を形成する工
程と、
　前記阻害層に開口を形成する工程と、
　前記開口の内部に、３－５族化合物半導体の第１結晶前駆体層をエピタキシャル成長に
より形成する工程と、
　アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第２原子で前記第１結晶前駆体
層をドーピングすることにより第１結晶層を形成する工程と、を有する、
　半導体基板の製造方法。
【請求項９】
　前記阻害層が、酸化シリコン層、窒化シリコン層または酸窒化シリコン層である
　請求項８に記載の半導体基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板、半導体デバイスおよび半導体基板の製造方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ＧａＮ、ＡｌＧａＮ等の窒化物半導体は、絶縁破壊電圧が高い、飽和ドリフト速度が大
きい、化学的・熱的に安定である、バンドギャップが大きい等の特徴がある。このため、
ＧａＮ、ＡｌＧａＮ等の窒化物半導体は、当該特徴を生かした、パワースイッチングデバ
イス、高温で動作が可能なデバイス、青色または緑色の発光デバイス等への用途が見込ま
れている。
【０００３】
　窒化物半導体をエピタキシャル成長させる場合、結晶成長のベース基板として安価なシ
リコン基板を用いることが好ましい。しかし、シリコン結晶と窒化物半導体結晶との熱膨
張係数の差が大きく、エピタキシャル成長させた結晶層にクラックが発生しやすいという
問題がある。この問題の解決方法の一つとして、窒化物半導体結晶層をシリコン基板上の
全面に一様に成長するのではなく、部分的に形成する技術が提案されている。
【０００４】
　たとえば、特許文献１は、ＡｌｘＧａｙＩｎ１－ｘ－ｙＮ（但し、０≦ｘ、ｙ≦１、０
≦ｘ＋ｙ≦１）からなる３族窒化物半導体をＳｉ基板上にエピタキシャル成長させる技術
を開示する。特許文献１には、Ｓｉ基板上に３族窒化物半導体をエピタキシャル成長させ
る際に、Ｓｉ基板上にＳｉの熱酸化膜からなるマスクを形成し、Ｓｉの露出部に３族窒化
物半導体を選択エピタキシャル成長させることが記載されている。
　特許文献１　特開平１１－２７４０８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のように、シリコン基板上にシリコン酸化膜を形成し、当該シリコン
酸化膜の任意の領域にシリコン基板に達する開口を形成すれば、シリコン酸化膜が窒化物
半導体結晶のエピタキシャル成長を阻害する阻害層として機能し、開口の内部にのみ選択
的に窒化物半導体結晶をエピタキシャル成長させることができる。エピタキシャル成長さ
れた窒化物半導体結晶は、シリコン基板の全面ではなく開口内部にのみ形成されるので、
窒化物半導体結晶のクラックの発生が抑制されるという効果が期待できる。
【０００６】
　しかし、阻害層をマスクにして、阻害層開口の内部に半導体結晶層を選択エピタキシャ
ル成長させる方法では、エピタキシャル成長層内に阻害層を構成する原子が取り込まれる
場合がある。半導体結晶層内に取り込まれた原子は不純物として機能することはよく知ら
れており、たとえばＧａＮ結晶あるいはＡｌＧａＮ結晶にＳｉまたはＯが取り込まれると
ｎ型不純物になる。
【０００７】
　図１は、Ｓｉ原子およびＯ原子がＧａＮ層内にどの程度取り込まれるかを評価するため
に実験した二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）データである。図１は、シリコン酸化膜を阻
害層として選択エピタキシャル成長させたＧａＮ層のＳＩＭＳ深さプロファイルであり、
実線がＯ原子、破線がＳｉ原子、一点鎖線がＧａ原子の深さプロファイルを示す。Ｏ原子
およびＳｉ原子については縦軸左側の濃度のスケールが、Ｇａ原子については縦軸右側の
二次イオン強度のスケールが相当する。Ｇａ原子の二次イオン強度が低下している深さ０
．５μｍ付近が基板とＧａＮ層との界面である。深さ０．５μｍ付近から深さ０μｍの表
面までがＧａＮ層である。ＧａＮ層の深さ方向で一様ではないものの、Ｏ原子およびＳｉ
原子が１×１０１８ｃｍ－３以上、深さによっては１×１０２０ｃｍ－３近くの不純物原
子が取り込まれていることがわかる。
【０００８】
　これら不純物原子は結晶層の導電性に明らかに影響を及ぼす。ＧａＮ結晶においては、
Ｓｉ原子あるいはＯ原子はいずれもｎ型伝導キャリア（自由電子）を生成するドナーとし
て作用するので、選択エピタキシャル結晶層の抵抗を高くすることは困難である。また選
択エピタキシャル結晶層を、抵抗の精密な制御が必要な電子デバイス用結晶に用いること
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は困難である。本発明の目的は、阻害層を用いて選択エピタキシャル成長させた窒化物半
導体結晶のように、結晶中にＳｉ原子またはＯ原子を含んでしまう半導体結晶であっても
、抵抗を高くし、抵抗の精密な制御が必要な電子デバイスにも用いることができる半導体
結晶を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様においては、ベース基板と、ベース基
板の上または上方に形成された第１結晶層とを有し、第１結晶層が、酸素原子およびシリ
コン原子からなる群より選択された少なくとも１つの原子である第１原子と、アクセプタ
として機能する少なくとも１つの原子である第２原子とを含む３－５族化合物半導体層で
ある半導体基板を提供する。なお、本明細書において、「～の上に」形成とは、～に接し
て～の上に形成されている様をいい、英語で表現した場合の「on」に対応する。また、「
～の上方に」形成されとは、～から離れて～より上に形成されている様をいい、英語で表
現した場合の「above」に対応する。
【００１０】
　例えば第２原子は、Ｍｇ原子、Ｚｎ原子、Ｂｅ原子およびＣ原子からなる群より選択さ
れた少なくとも１つの原子である。半導体基板は、第１結晶層の上方に形成された第２結
晶層と、第１結晶層と第２結晶層との間に形成された第３結晶層とを更に有してよい。例
えば第２結晶層および第３結晶層は、３－５族化合物半導体層であり、第３結晶層は第２
原子を有し、第３結晶層に含まれる第２原子の総数が、第１結晶層に含まれる第２原子の
総数より少ない。当該第２結晶層は、当該半導体基板を用いて形成される半導体能動素子
の活性層として機能してよい。当該第３結晶層は、空乏状態の結晶層であってよい。
【００１１】
　第１結晶層、第２結晶層および第３結晶層は、３－５族窒化物半導体層であってもよい
。半導体基板は、ベース基板の上または上方に形成された阻害層を更に有してよい。阻害
層は開口を有し、阻害層は結晶成長を阻害し、阻害層は第１原子を含み、第１結晶層は、
開口に形成される。阻害層は、酸化シリコン層、窒化シリコン層または酸窒化シリコン層
であってよい。
【００１２】
　本発明の第２の態様においては、ベース基板と、ベース基板の上または上方に形成され
た第１結晶層と、第１結晶層の上または上方に形成された活性層とを有し、第１結晶層は
、酸素原子およびシリコン原子からなる群より選択された少なくとも１つの原子である第
１原子と、アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第２原子とを含む３－
５族化合物半導体層である半導体デバイスを提供する。
【００１３】
　本発明の第３の態様においては、ベース基板の上または上方に、酸素原子およびシリコ
ン原子からなる群より選択された少なくとも１つの原子である第１原子を含み、結晶の成
長を阻害する阻害層を形成する工程と、阻害層に開口を形成する工程と、開口の内部に、
３－５族化合物半導体の第１結晶層を、アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子
である第２原子を導入しながらエピタキシャル成長により形成する工程とを有する、半導
体基板の製造方法を提供する。
【００１４】
　本発明の第４の態様においては、ベース基板の上または上方に、酸素原子およびシリコ
ン原子からなる群より選択された少なくとも１つの原子である第１原子を含み、結晶の成
長を阻害する阻害層を形成する工程と、阻害層に開口を形成する工程と、開口の内部に、
３－５族化合物半導体の第１結晶前駆体層をエピタキシャル成長により形成する工程と、
アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第２原子で第１結晶前駆体層をド
ーピングすることにより第１結晶層を形成する工程と、を有する半導体基板の製造方法を
提供する。半導体基板の製造方法において、阻害層は、酸化シリコン層、窒化シリコン層
または酸窒化シリコン層であってよい。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】Ｓｉ原子およびＯ原子がＧａＮ層内にどの程度取り込まれるかを評価するために
実験した二次イオン質量分析（ＳＩＭＳ）データである。
【図２】半導体基板１００の断面例を示す。
【図３】半導体基板２００の断面例を示す。
【図４】半導体基板３００の断面例を示す。
【図５】電界効果トランジスタ４００の断面例を示す。
【図６】ドープトランジスタのＩＶ特性を示す。
【図７】非ドープトランジスタのＩＶ特性を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図２は、半導体基板１００の断面例を示す。半導体基板１００は、ベース基板１０２お
よび第１結晶層１０４を有する。ベース基板１０２と第１結晶層１０４との間には任意の
結晶層が形成されてもよい。
【００１７】
　ベース基板１０２は、その上に形成されるエピタキシャル成長層を支持する支持基板で
ある。ベース基板１０２として表面がシリコンである基板、サファイア基板、シリコンカ
ーバイド基板、酸化亜鉛基板、ＧａＡｓ基板が挙げられる。ここで、「表面がシリコン」
とは、少なくとも基板の表面がシリコンで構成される領域を有することを意味する。たと
えばベース基板１０２は、Ｓｉウェハのように基板全体がシリコンで構成されていてもよ
く、ＳＯＩ（ｓｉｌｉｃｏｎ－ｏｎ－ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）ウェハのように絶縁層の上に
シリコン層を有する構造であってもよい。ベース基板１０２は、サファイア基板、ガラス
基板、シリコンカーバイド基板、酸化亜鉛基板、ＧａＡｓ基板等、シリコンと異なる元素
からなる基板上にシリコン層が形成されたものでもよい。ベース基板１０２のシリコンは
不純物を含んでよい。ベース基板１０２の表面のシリコン層に、自然酸化層等の極薄い酸
化シリコン層あるいは窒化シリコン層が形成されていてもよい。
【００１８】
　第１結晶層１０４は、ベース基板１０２の上または上方に形成される。つまり第１結晶
層１０４は、ベース基板１０２の表面に接して形成されてよく、ベース基板１０２の表面
との間に他の層を挟んで形成されてもよい。第１結晶層１０４は、３－５族化合物半導体
層である。第１結晶層１０４として、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、ＩｎＧａ
Ｐ、ＡｌＮ、ＧａＮまたはＡｌＧａＮが挙げられる。第１結晶層１０４は、Ｏ原子および
Ｓｉ原子からなる群より選択された少なくとも１つの原子である第１原子を含む。第１原
子の第１結晶層１０４における濃度は、２×１０１７ｃｍ－３以上、１×１０２１ｃｍ－

３以下である。
【００１９】
　第１結晶層１０４は、アクセプタとして機能する少なくとも１つの原子である第２原子
を含む。第２原子として、Ｍｇ原子、Ｚｎ原子、Ｂｅ原子およびＣ原子からなる群より選
択された少なくとも１つの原子が挙げられる。第２原子は、第１結晶層１０４内で正孔を
生成するアクセプタとして機能する。第１結晶層１０４に、ドナーとなる第１原子とアク
セプタとなる第２原子とがともに含まれることで、第１原子により生成される電子が第２
原子により生成される正孔で補償され、第１結晶層１０４の抵抗率を高くできる。第１結
晶層１０４の抵抗率を高くできる結果、第１結晶層１０４に流れる電流が抑えられ、第１
結晶層１０４またはその上に形成されるデバイスの特性を改善できる。たとえば電界効果
トランジスタの場合、ピンチオフ特性あるいは耐圧が向上する。
【００２０】
　第１結晶層１０４に含む第２原子の濃度は、混入した第１原子を補償するのに十分な過
剰な濃度であることが好ましい。過剰な濃度とは第１原子を補償することに加えて、トラ
ンジスタ動作時の電圧印加により新たに発生するキャリア（電子）をも捕獲し、当該トラ
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ンジスタ動作時に第１結晶層１０４を高絶縁性に保てる濃度である。このような濃度にす
ることにより、トランジスタのピンチオフ性の向上、および、オンオフ比の向上が期待で
きる。一般的に第２原子の濃度は、１×１０１４ｃｍ－３から１×１０２１ｃｍ－３の範
囲で決定できる。
【００２１】
　なお、第１結晶層１０４に含む第２原子の濃度は、混入した第１原子を補償するのに丁
度良い濃度、第１原子を補償するには少し足りない程度の濃度、あるいは、第１原子を補
償し過ぎるものの過剰量が僅かとなるような濃度であってもよい。これらの場合、第１結
晶層１０４は絶縁性、若しくは、導電性の低いｎ型またはｐ型の導電型となり、このよう
な場合であっても効果は期待できる。
【００２２】
　図３は、半導体基板２００の断面例を示す。半導体基板２００は、ベース基板１０２、
第１結晶層１０４、第２結晶層２０２および第３結晶層２０４を有する。半導体基板２０
０におけるベース基板１０２および第１結晶層１０４は、半導体基板１００におけるベー
ス基板１０２および第１結晶層１０４と同様である。
【００２３】
　第２結晶層２０２は、第１結晶層１０４の上方に形成される。第２結晶層２０２は、半
導体能動素子の活性層として機能する。当該半導体能動素子は、半導体基板２００を用い
て形成される素子を指す。つまり、第２結晶層２０２は、半導体基板２００を用いて半導
体能動素子を形成した場合に、当該半導体能動素子の活性層として機能できる特性を有す
る。第３結晶層２０４は、第１結晶層１０４と第２結晶層２０２との間に形成される。第
２結晶層２０２および第３結晶層２０４は、３－５族化合物半導体層である。第２結晶層
２０２として、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ，ＩｎＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＡｌＧａＮまたは
ＧａＮが挙げられる。第２結晶層２０２は、単一層でなくてもよい。たとえばＧａＡｓ／
ＩｎＧａＡｓ、ＡｌＧａＮ／ＧａＮ、ＧａＮ／ＡｌＧａＮ／ＧａＮ、またはＩｎＡｌＮ／
ＧａＮなどのヘテロ接合結晶層であってもよい。第３結晶層２０４として、ＧａＡｓ、Ａ
ｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＡｌＮ、ＧａＮまたはＡｌＧａＮが挙げられる
。
【００２４】
　第３結晶層２０４に含まれる第２原子の総数は、第１結晶層１０４に含まれる第２原子
の総数より少ない。結晶層に複数種類の第２原子が含まれる場合、第２原子の総数とは各
第２原子の数の和を指す。第３結晶層２０４は、空乏状態にある。ここで「空乏状態」と
は、第３結晶層２０４内の自由電子と正孔が同数程度存在する結果、自由電子と正孔とが
再結合して打ち消しあい、キャリアが実質的に存在しなくなっている状態をいう。たとえ
ば第３結晶層２０４に存在するドナーおよびアクセプタから生成する自由電子および正孔
がほぼ同数である場合が挙げられる。
【００２５】
　前述した通り、第１結晶層１０４に含まれる第２原子の濃度は、混入した第１原子を補
償するのに十分な過剰な濃度であることが好ましい。しかし、第１結晶層１０４に含まれ
る第２原子の濃度が過剰になると、第１結晶層１０４上に形成される層のキャリアをも捕
獲してしまう。このため、第１結晶層１０４上に、活性層として機能する第２結晶層を形
成すると、第２結晶層においてチャネルを形成するべきキャリアが、第１結晶層１０４に
過剰に含まれる第２原子により捕獲され、トランジスタの変調特性に悪い影響を与える可
能性もある。これに対して半導体基板２００では、第１結晶層１０４と第２結晶層２０２
の間に、補償不純物である第２原子の濃度が第１結晶層１０４よりも低い第３結晶層２０
４を挿入する。一般に第１原子の濃度は図１のＳＩＭＳ深さプロファイルに示すように、
上層（層の表面側）において、より一定した濃度プロファイルを示しやすい傾向がある。
このため、第１結晶層１０４よりも上層側の第３結晶層２０４では、第２原子を過剰にド
ーピングしなくとも、高精度に第１原子からのキャリア電子を補償できる。第２原子のド
ープ量を、第１原子を補償するとともに、第２原子によって発生するホールの濃度が極め
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て低いレベルとなるように調整することで、第３結晶層２０４を空乏状態にすることがで
きる。第３結晶層２０４のキャリア濃度は、１×１０１７ｃｍ－３以下、好ましくは１×
１０１６ｃｍ－３以下、特に好ましくは１×１０１４ｃｍ－３以下である。キャリア濃度
は、ＳＩＭＳにより測定した場合のキャリア濃度をいう。第３結晶層２０４の厚みは５０
ｎｍ以上が好ましい。
【００２６】
　空乏状態にある第３結晶層２０４が第１結晶層１０４と第２結晶層２０２の間に存在す
ることにより、第２結晶層２０２を走行する電子またはホールが第１結晶層１０４に存在
する電子またはホールと相互作用することがなくなる。この結果、第２結晶層２０２を活
性層として電界効果トランジスタを形成した場合、当該電界効果トランジスタの電流－電
圧曲線（ＩＶ曲線）にキンクが出るなどの素子の異常動作を防ぐことができる。
【００２７】
　なお、第１結晶層１０４とベース基板１０２との間に、界面の性状をコントロールする
目的で、界面制御層を形成してもよい。たとえばベース基板１０２としてＳｉを用い、第
１結晶層１０４としてＧａＮ層を形成する場合、ＧａとＳｉが反応してＧａＮの結晶性を
劣化させる場合がある。このような場合、界面制御層としてＡｌＮを配置しても良い。
【００２８】
　図４は、半導体基板３００の断面例を示す。半導体基板３００は、ベース基板１０２、
第１結晶層１０４、第３結晶層２０４、阻害層３０２、第４結晶層３０４および第５結晶
層３０６を有する。半導体基板３００のベース基板１０２、第１結晶層１０４および第３
結晶層２０４は、半導体基板１００および半導体基板２００のベース基板１０２、第１結
晶層１０４および第３結晶層２０４と同様である。第４結晶層３０４は、電界効果トラン
ジスタのチャネル層に適用できる結晶層である。第５結晶層３０６は、電界効果トランジ
スタのショットキ層に適用できる結晶層である。第４結晶層３０４および第５結晶層３０
６は、図３の半導体基板２００における第２結晶層２０２に対応する。本例において第４
結晶層３０４は第３結晶層２０４上に形成され、第５結晶層３０６は第４結晶層上に形成
される。また、図４においては第１結晶層１０４の下部が開口内部に形成され、上部が開
口から突出して形成される。
【００２９】
　第１結晶層１０４、第３結晶層２０４、第４結晶層３０４および第５結晶層３０６は、
ベース基板１０２上に部分的に形成されている。ここで言う部分的に形成されるとは、ベ
ース基板１０２の全面ではなく、ある限られた範囲に結晶が成長されている様子を示す。
すなわち、ベース基板１０２の上または上方に阻害層３０２が形成され、阻害層３０２に
形成した開口の内部に第１結晶層１０４、第３結晶層２０４、第４結晶層３０４および第
５結晶層３０６が形成されている。
【００３０】
　阻害層３０２は、結晶の成長を阻害する。阻害層３０２は、第１結晶層１０４に含まれ
る第１原子と同一の原子を含む。阻害層３０２として、酸化シリコン層、窒化シリコン層
または酸窒化シリコン層が挙げられる。
【００３１】
　第４結晶層３０４は、電界効果トランジスタを作製したときに電界効果トランジスタの
チャネルを構成する。第４結晶層３０４の材料として、ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧ
ａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮが挙げられる。
第４結晶層３０４の厚みは、１００ｎｍから１００００ｎｍの範囲であってよい。
【００３２】
　第５結晶層３０６は、第４結晶層３０４とヘテロ界面を構成し、電界効果トランジスタ
を作製したとき当該ヘテロ界面にチャネル電荷を誘起する。第５結晶層３０６として、第
４結晶層３０４とヘテロ界面が構成できる材料、たとえばＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、Ｉｎ
ＧａＡｓ、ＩｎＧａＰ、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＮ、ＡｌＮ、ＩｎＡｌＧａＮが挙
げられる。第５結晶層３０６の厚みは、ヘテロ接合結晶に発生する格子定数差による応力
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が結晶の弾性限界内に保たれる範囲内で、トランジスタのオン抵抗、耐圧などを勘案し決
定できる。第５結晶層３０６の厚みとして、１ｎｍから３００ｎｍの範囲が例示できる。
【００３３】
　半導体基板３００の製造方法を説明する。まず、ベース基板１０２に接して阻害層３０
２を形成する。阻害層３０２として、たとえば酸化シリコン層、窒化シリコン層あるいは
酸窒化シリコン層を蒸着法、スパッタ法、熱ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などにより形成
し、エッチングにより開口を形成する。開口は、ベース基板１０２に達する深さで形成す
る。あるいは、ベース基板１０２上にＮｉなどからなるマスクを形成し、マスク開口の底
に露出したＳｉ面を酸化、窒化または酸窒化することにより阻害層３０２が形成できる。
酸化は熱酸化、プラズマ酸化などが利用できる。窒化はアンモニアなどの窒素源をベース
基板１０２の表面に導入し、熱窒化またはプラズマ窒化により実施できる。
【００３４】
　次に、阻害層３０２の開口底部のベース基板１０２上に、第１結晶層１０４、第３結晶
層２０４、第４結晶層３０４、第５結晶層３０６をこの順に積層する。これらの結晶層は
、エピタキシャル成長で形成されることが好ましい。エピタキシャル成長法として、たと
えば有機金属気相成長法（以下においてＭＯＣＶＤ法と記載することがある）、分子線エ
ピタキシー法（以下においてＭＢＥ法と記載することがある）、ハライド気相成長法（Ｈ
ＶＰＥ法）が挙げられる。なお、エピタキシャル成長の過程で、阻害層３０２上には、結
晶層が形成されない。このため、第１結晶層１０４、第３結晶層２０４、第４結晶層３０
４、第５結晶層３０６は、阻害層３０２の開口にのみ形成される。
【００３５】
　ＭＯＣＶＤ法で形成する場合、３族元素原料として、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）お
よびトリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）、トリメチルインジウム（ＴＭＩ）等を用いるこ
とができる。窒素原料としてアンモニア（ＮＨ３）等を用いることができる。原料のキャ
リアガスとして、高純度水素、高純度窒素を用いることができる。エピタキシャル成長条
件は、例えば、反応炉内圧力０．１ａｔｍ、成長温度１０００℃、成長速度０．１μｍ／
ｈｒ以上３μｍ／ｈｒ以下である。
【００３６】
　前述したエピタキシャル成長させる工程において、第１結晶層１０４および第３結晶層
２０４を成長させる際に、同時に、Ｍｇ原子、Ｚｎ原子、Ｂｅ原子およびＣ原子からなる
群より選択された少なくとも１つの原子を不純物原子としてドープする。つまり、第２原
子をドーピングしながら、結晶層をエピタキシャル成長により形成する。この際、３族原
料および５族原料とともに反応炉内にドープ原料ガスを導入すればよい。ドープ原料とし
ては、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム、四塩化炭素、ジエチルジンク、ビスメチ
ルシクロペンタジエニルベリリウムなどを用いることができる。なお、不純物原子である
第２原子を含まない第１結晶前駆体層および第３結晶前駆体層をエピタキシャル成長で形
成した後に、不純物原子をイオン注入または熱拡散等により当該前駆体層にドーピングす
ることで、第１結晶層１０４および第３結晶層２０４を形成してもよい。
【００３７】
　図５は、電界効果トランジスタ４００の断面例を示す。電界効果トランジスタ４００は
、ベース基板１０２、第１結晶層１０４、第３結晶層２０４、阻害層３０２、チャネル層
４０２、ショットキ層４０４、オーミック電極４０６およびゲート電極４０８を有する。
電界効果トランジスタ４００のベース基板１０２、第１結晶層１０４、第３結晶層２０４
および阻害層３０２は、半導体基板１００、半導体基板２００および半導体基板３００の
ベース基板１０２、第１結晶層１０４、第３結晶層２０４および阻害層３０２と同様であ
る。
【００３８】
　チャネル層４０２およびショットキ層４０４は、半導体基板３００における第４結晶層
３０４および第５結晶層３０６と同様であり、オーミック電極４０６およびゲート電極４
０８を形成することで、第４結晶層３０４および第５結晶層３０６が各々チャネル層４０
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２およびショットキ層４０４になる。オーミック電極４０６は電界効果トランジスタ４０
０と外部回路とを接続する。オーミック電極４０６として、ショットキ層４０４側からＴ
ｉ／Ａｕの積層金属構造が例示できる。ゲート電極４０８は電界効果トランジスタ４００
に信号を入力する。ゲート電極４０８として、ショットキ層４０４側からＮｉ／Ａｕの積
層金属構造が例示できる。
【００３９】
　電界効果トランジスタ４００の製造方法を説明する。電界効果トランジスタ４００は、
半導体基板３００を用いて製造する。半導体基板３００における第５結晶層３０６の上に
、ゲート電極４０８と、ゲート電極４０８から離してゲート電極４０８を挟むようにして
二つのオーミック電極４０６を形成する。
【００４０】
　オーミック電極４０６およびゲート電極４０８を構成する金属は、たとえば蒸着法、ス
パッタ法またはＣＶＤ法で形成される。所望の形状に形成するにはフォトリソグラフィ法
を用いることができる。フォトリソグラフィ法とリフトオフ法の組み合わせでオーミック
電極４０６およびゲート電極４０８が形成できる。オーミック電極４０６は、よりよいオ
ーミック接触性を得るためにアニールされることが好ましい。アニール条件として、窒素
雰囲気中で８００℃、３０秒の熱処理を挙げることができる。
【実施例】
【００４１】
　ベース基板１０２として（１１１）面が主面の２インチＳｉ基板を準備した。Ｓｉ基板
上の全面に、阻害層３０２として酸化シリコン層を堆積した。酸化シリコン層は、スパッ
タ法にて１５０ｎｍの厚みで堆積した。酸化シリコン層の上に１００μｍ角の開口を有す
る感光性樹脂をフォトリソグラフィにより形成し、感光性樹脂をマスクとして酸化シリコ
ン層と自然酸化膜をウェットエッチングしてＳｉ基板を露出させた。
【００４２】
　感光性樹脂を除去した後、Ｓｉ基板をエピタキシャル成長炉に搬入し、表面前処理の後
、炉内に原料ガスを供給して、界面制御層、第１結晶層１０４としてのバッファ層、第３
結晶層２０４としての空乏結晶層、チャネル層４０２およびショットキ層４０４をエピタ
キシャル成長で形成した。各層の組成、厚み、Ｍｇ原子のドーピング濃度を表１に示す。
【表１】

【００４３】
　比較のため、表１に記載と同様の結晶構造を有し、バッファ層および空乏結晶層に対応
する層にＭｇ原子がドープされていない基板を作製した。以下、Ｍｇ原子がドープされた
基板を「ドープ基板」、Ｍｇ原子がドープされていない基板を「非ドープ基板」と呼称す
る。
【００４４】
　原料ガスとして、トリメチルガリウム（ＴＭＧ）、トリメチルアルミニウム（ＴＭＡ）
、ビスシクロペンタジエニルマグネシウムおよびアンモニア（ＮＨ３）を用いた。成長炉
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内の圧力は３０ｋＰａに保った。原料ガスのキャリアガスとして、水素を用いた。各層の
成長においては、各原料の供給量、基板温度を制御しながら行った。
【００４５】
　ドープ基板および非ドープ基板の結晶層をＳＩＭＳにより分析したところ、バッファ層
および空乏結晶層には、５×１０１７ｃｍ－３から１×１０１８ｃｍ－３のＳｉ原子およ
び５×１０１７ｃｍ－３から１×１０１８ｃｍ－３のＯ原子が混入していた。
【００４６】
　ドープ基板および非ドープ基板にオーミック電極、素子分離、ゲート電極をこの順番で
形成し、電界効果トランジスタを作製した。オーミック電極は、結晶側から、Ｔｉ（１０
ｎｍ）／Ａｌ（１５０ｎｍ）／Ｎｉ（２０ｎｍ）／Ａｕ（３００ｎｍ）とした。オーミッ
ク電極は、蒸着法、フォトリソグラフィおよびリフトオフ法を用いて形成した。オーミッ
ク電極は、形成後に８００℃で６０秒間、窒素雰囲気中でのアニールを実施した。
【００４７】
　素子分離は窒素イオンを打ち込むことで行った。打ち込みの加速電圧は２０ＫｅＶおよ
び１００ＫｅＶとした。窒素イオンのドーズ量は、どちらも１×１０１４ｃｍ２とした。
ゲート電極は、結晶側から、Ｎｉ（１５ｎｍ）／Ａｕ（２００ｎｍ）とした。ゲート電極
は、蒸着法、フォトリソグラフィおよびリフトオフ法を用いて形成した。作製したトラン
ジスタは、ドープ基板を使用したものをドープトランジスタ、非ドープ基板を用いたもの
を非ドープトランジスタと呼称する。
【００４８】
　図６は、ドープトランジスタのＩＶ特性を示す。図７は、非ドープトランジスタのＩＶ
特性を示す。ＩＶ特性は、オーミック電極の一つ（ソース）をグランドとし、もう一つの
オーミック電極（ドレイン）に与える電圧を０Ｖから１０Ｖまで変化させ、その間にドレ
インに流れる電流を評価した。また、ゲート電圧Ｖｇを０Ｖから－５Ｖまで、１Ｖステッ
プで変化させてＩＶ特性を評価した。
【００４９】
　非ドープトランジスタでは、ゲート電圧を変化させた０Ｖ～－５Ｖの範囲のうち、限ら
れた電圧範囲でしかドレイン電流の変調は見られなかった。また、非ドープトランジスタ
では、ゲート電圧として負電圧を印加しても、ドレイン電圧はピンチオフしなかった。
【００５０】
　これに対し、ドープトランジスタでは、印加したゲート電圧の範囲（０Ｖ～－５Ｖ）の
全域でドレイン電流の変調が観察できた。これはゲート電圧によるドレイン電流の良好な
制御性を示す。またドープトランジスタでは、ドレイン電圧はピンチオフし、良好なピン
チオフ性を示した。このような非ドープトランジスタとドープトランジスタの性能の差は
、バッファ層と空乏結晶層にＭｇ原子をドープしたことにより得られた効果である。
【００５１】
　なお、前述した実施の形態では、半導体デバイスとして電界効果トランジスタを例示し
ているが、バイポーラトランジスタ、ＬＥＤ等他の能動デバイスであってもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１００…半導体基板、１０２…ベース基板、１０４…第１結晶層、２００…半導体基板
、２０２…第２結晶層、２０４…第３結晶層、３００…半導体基板、３０２…阻害層、３
０４…第４結晶層、３０６…第５結晶層、４００…電界効果トランジスタ、４０２…チャ
ネル層、４０４…ショットキ層、４０６…オーミック電極、４０８…ゲート電極
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